
（ 　 　 　 　 　 ）

市町村民税
道府県民税
森林環境税

尼　 崎　 市　 長

　 　  年　 　  月　  　 日  提出

※事業主及び従業員のみの希望によ る 普通徴収への切替はでき ま せん。

給与支払報告
特 別 徴 収

に 係る 給与 所得者異動届 出書 整　 理　 番　 号

担

 

当

 

者

（ ア）
特別徴収税額
（ 年税額）

（ イ ）
徴収済税額

（ ウ ）
未徴収税額

（ ア）－（ イ ）
異動年月日

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

（ 本人が納付）

1

2

3

異動後の未徴収

税額の徴収方法

円円

円 円

年

月 日

月分から

月分ま で

月分から

月分ま で

円

1 月 1 日以降退職時

ま で の 給 与支 払額

控 除 社 会 保 険 料額

異 動 の 理 由

氏　 名

電　 話

係

－ －

7
年
度

8
年
度

特別徴収
指定番号

整理番号

特別徴収
指定番号

整理番号

1

個人番号又は
法人番号

給

与

支

払

者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

名 　 称

（ 氏 名）

所 在 地

（ 住 所）

フ リ ガ ナ

氏　 　 名

生年月日

個人番号

1月1日
現　   在

異動後

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日 生

給

与

所

得

者

住
　 

所

新

姓

新し い 勤務先

（ 特別徴収義務者）

❶特別徴収継続の場合（ 給与所得者が、 新し い勤務先で特別徴収を希望する 場合に記入し てく ださ い。）　 　 　 　 　 　 　 新し い勤務先における 受給者番号（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

❷一括徴収の場合（ 未徴収税額を一括徴収する 場合に記入し てく ださ い。）

❸普通徴収の（ 一括徴収し ない） 場合（ ❶・ ❷に当てはまら ない場合に記入し てく ださ い。）

該当する 項目に○をし てく ださ い。

該当する 項目に○をし てく ださ い。 なお異動年月日が1 月1 日～4 月3 0 日の場合は、 原則、 一括徴収し てく ださ い。

新し い勤務先へは、

左記の一括徴収し た税額は

徴収し 、 納入

する よ う 連絡済です。（ ※新し い勤務先へお伝えく ださ い。）

月割額 円を

月分（ 翌月10日納期限） から

月分（ 翌月10日納期限）で納入します。

所在地〒 氏名

名　 称 電話

－　 　 　 －

円
徴収予定額（（ ウ ）と 同額）

担
　
当
　
者

1　 異動年月日が12月31日以前でかつ本人から の申出があ っ た た め。  

2　 異動年月日が1月1日以降でかつ特別徴収の継続の希望がな いた め。

1　 異動年月日が6月1日～12月31日でかつ本人から の申出がな いため。

2　 異動年月日が1月1日～4月30日でかつ給与及び退職手当等から 未徴収税額（ ウ ） を 一括徴収でき な いた め。

3　 死亡によ る 退職のた め。

受 印
付

8

1  転勤・ 転籍 　 2  退 職
3  死亡　 　  　 4  休 職
5  長欠　 　 　
6  そ の他

a .支払少額　 b.支払不定期
c.上記以外（ 　 　 　 　 　 　 ）

1  必 要 　 2  不 要

特別徴収指定番号 納入書の要否

該当する 項目に
○をし てく ださ い。

個人番号又は法人番号

－　 　  －8

記入例① （ 転勤の場合）

総 務 課 経 理

06 6489 6250 2 7

 8
11
5

6

 8 11 5

10

135 80097 600233 400
3010

立 花  次 郎

鈴 木  太 郎

0000103 95 1

尼 崎商事株 式会社  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

尼崎市東七松町 1 丁目 23-1

園 田 和 子  

尼崎市東難波町 1-2-3

 ソ ノ ダ 　 カ ズ コ

45 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

西宮商会株式会社 

19, 400
110005 170125

663-8113
西宮市甲子園口 3-2-1

0798  72　 1234

特別徴収税額の決定又は変更通知

書（ 特別徴収義務者用）に記載し てい

る「 整理番号」を記載し てく ださい。



（ 　 　 　 　 　 ）

市町村民税
道府県民税
森林環境税

尼　 崎　 市　 長

　 　  年　 　  月　  　 日  提出

※事業主及び従業員のみの希望によ る 普通徴収への切替はでき ま せん。

給与支払報告
特 別 徴 収

に 係る 給 与所得者異動届出書 整　 理　 番　 号

担

 

当

 

者

（ ア）
特別徴収税額
（ 年税額）

（ イ ）
徴収済税額

（ ウ ）
未徴収税額

（ ア）－（ イ ）
異動年月日

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

（ 本人が納付）

1

2

3

異動後の未徴収

税額の徴収方法

円円

円 円

年

月 日

月分から

月分ま で

月分から

月分ま で

円

1 月 1 日以降退職時

ま で の 給 与支 払 額

控 除 社 会 保 険 料 額

異 動 の 理 由

氏　 名

電　 話

係

－ －

7
年
度

8
年
度

特別徴収
指定番号

整理番号

特別徴収
指定番号

整理番号

1

個人番号又は
法人番号

給

与

支

払

者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

名 　 称

（ 氏 名）

所 在 地

（ 住 所）

フ リ ガ ナ

氏　 　 名

生年月日

個人番号

1月1日
現　   在

異動後

明・ 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日 生

給

与

所

得

者

住
　 

所

新

姓

新し い 勤務先

（ 特別徴収義務者）

❶特別徴収継続の場合（ 給与所得者が、 新し い勤務先で特別徴収を希望する 場合に記入し てく ださ い。）　 　 　 　 　 　 　 新し い勤務先における 受給者番号（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

❷一括徴収の場合（ 未徴収税額を一括徴収する 場合に記入し てく ださ い。）

❸普通徴収の（ 一括徴収し ない） 場合（ ❶・ ❷に当てはま ら ない場合に記入し てく ださ い。）

該当する 項目に○をし てく ださ い。

該当する 項目に○をし てく ださ い。 なお異動年月日が1 月1 日～4 月3 0 日の場合は、 原則、 一括徴収し てく ださ い。

新し い勤務先へは、

左記の一括徴収し た税額は

徴収し 、 納入

する よ う 連絡済です。（ ※新し い勤務先へお伝えく ださ い。）

月割額 円を

月分（ 翌月10日納期限） から

月分（ 翌月10日納期限）で納入します。

所在地〒 氏名

名　 称 電話

－　 　 　 －

円
徴収予定額（（ ウ ）と 同額）

担
　
当
　
者

1　 異動年月日が12月31日以前でかつ本人から の申出があ っ た た め。  

2　 異動年月日が1月1日以降でかつ特別徴収の継続の希望がな いた め。

1　 異動年月日が6月1日～12月31日でかつ本人から の申出がな いた め。

2　 異動年月日が1月1日～4月30日でかつ給与及び退職手当等から 未徴収税額（ ウ ） を 一括徴収でき な いた め。

3　 死亡によ る 退職のた め。

受 印
付

8

1  転勤・ 転籍 　 2  退 職
3  死亡　 　  　 4  休 職
5  長欠　 　 　
6  そ の他

a .支払少額　 b.支払不定期
c.上記以外（ 　 　 　 　 　 　 ）

1  必 要 　 2  不 要

特別徴収指定番号 納入書の要否

該当する 項目に
○をし てく ださ い。

個人番号又は法人番号

－　 　  －9

記入例② （ 退職で一括徴収する 場合）

総 務 課 経 理

06 6489 6250
0000103 95 1

3 2

2 939 702

240

 8
10
5

6

 8 10 6

9

184 00092 200276 200
309

350

立 花  次 郎

184  000

尼崎商事 株式会 社 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

尼崎市東七松町 1 丁目 23-1

10

小 田 一 郎  

尼崎市神田中通 3-4-5

 オ 　 ダ  イ チ ロ ウ

40 1 2
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

※各種届出書の郵送による提出の際に、

以下のタ グを切り 取り 封筒に貼っ て使用

し てく ださ い。

〒6 6 0 -8 5 0 1
  尼崎市東七松町1 丁目2 3 番1 号

　 尼崎市役所  税務管理部  市民税課

〒6 6 0 -8 5 0 1
  尼崎市東七松町1 丁目2 3 番1 号

　 尼崎市役所  税務管理部  市民税課

〒6 6 0 -8 5 0 1
  尼崎市東七松町1 丁目2 3 番1 号

　 尼崎市役所  税務管理部  市民税課

〒6 6 0 -8 5 0 1
  尼崎市東七松町1 丁目2 3 番1 号

　 尼崎市役所  税務管理部  市民税課

〒6 6 0 -8 5 0 1
  尼崎市東七松町1 丁目2 3 番1 号

　 尼崎市役所  税務管理部  市民税課

特別徴収税額の決定又は変更通知

書（ 特別徴収義務者用）に記載し てい

る「 整理番号」を記載し てく ださい。



（ 　 　 　 　 　 ）

市町村民税
道府県民税
森林環境税

尼　 崎　 市　 長

　 　  年　 　  月　  　 日  提出

※事業主及び従業員のみの希望によ る 普通徴収への切替はでき ま せん。

給与支払報告
特 別 徴 収

に 係る 給与 所得者異動届 出書 整　 理　 番　 号

担

 

当

 

者

（ ア）
特別徴収税額
（ 年税額）

（ イ ）
徴収済税額

（ ウ ）
未徴収税額

（ ア）－（ イ ）
異動年月日

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

（ 本人が納付）

1

2

3

異動後の未徴収

税額の徴収方法

円円

円 円

年

月 日

月分から

月分ま で

月分から

月分ま で

円

1 月 1 日以降退職時

ま で の 給 与支 払額

控 除 社 会 保 険 料額

異 動 の 理 由

氏　 名

電　 話

係

－ －

7
年
度

8
年
度

特別徴収
指定番号

整理番号

特別徴収
指定番号

整理番号

1

個人番号又は
法人番号

給

与

支

払

者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

名 　 称

（ 氏 名）

所 在 地

（ 住 所）

フ リ ガ ナ

氏　 　 名

生年月日

個人番号

1月1日
現　   在

異動後

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日 生

給

与

所

得

者

住
　 

所

新

姓

新し い 勤務先

（ 特別徴収義務者）

❶特別徴収継続の場合（ 給与所得者が、 新し い勤務先で特別徴収を希望する 場合に記入し てく ださ い。）　 　 　 　 　 　 　 新し い勤務先における 受給者番号（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

❷一括徴収の場合（ 未徴収税額を一括徴収する 場合に記入し てく ださ い。）

❸普通徴収の（ 一括徴収し ない） 場合（ ❶・ ❷に当てはまら ない場合に記入し てく ださ い。）

該当する 項目に○をし てく ださ い。

該当する 項目に○をし てく ださ い。 なお異動年月日が1 月1 日～4 月3 0 日の場合は、 原則、 一括徴収し てく ださ い。

新し い勤務先へは、

左記の一括徴収し た税額は

徴収し 、 納入

する よ う 連絡済です。（ ※新し い勤務先へお伝えく ださ い。）

月割額 円を

月分（ 翌月10日納期限） から

月分（ 翌月10日納期限）で納入します。

所在地〒 氏名

名　 称 電話

－　 　 　 －

円
徴収予定額（（ ウ ）と 同額）

担
　
当
　
者

1　 異動年月日が12月31日以前でかつ本人から の申出があ っ た た め。  

2　 異動年月日が1月1日以降でかつ特別徴収の継続の希望がな いた め。

1　 異動年月日が6月1日～12月31日でかつ本人から の申出がな いため。

2　 異動年月日が1月1日～4月30日でかつ給与及び退職手当等から 未徴収税額（ ウ ） を 一括徴収でき な いた め。

3　 死亡によ る 退職のた め。

受 印
付

8

1  転勤・ 転籍 　 2  退 職
3  死亡　 　  　 4  休 職
5  長欠　 　 　
6  そ の他

a .支払少額　 b.支払不定期
c.上記以外（ 　 　 　 　 　 　 ）

1  必 要 　 2  不 要

特別徴収指定番号 納入書の要否

該当する 項目に
○をし てく ださ い。

個人番号又は法人番号

－　 　  －10

0000103 95 1

記入例③ （ 退職で一括徴収し な い場合）

総 務 課 経 理

06 6489 6250 18

2 352 600

187

 8
12
5

6

 8 12 5

11

3 4 20034 60068 800
3011

250

立 花  次 郎
尼 崎商事株 式会社  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

尼崎市東七松町 1 丁目 23-1

尼 崎 太 郎  

尼崎市塚口町 3-2-1
神戸市中央区三宮町 1- 2 - 3

 アマガサキ 　 タ ロ ウ

50 1 2
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

特別徴収税額の決定又は変更通知

書（ 特別徴収義務者用）に記載し てい

る「 整理番号」を記載し てく ださい。


